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与える責任 

                         校長 中道 俊一 

 ＳＮＳによるトラブルが増えています。大半は、相手が傷つく言葉を書き込んだり、

特定の友人の悪口をグループで共有したり、グループはずしをおこなったりといった

ことがトラブルの発端になっています。学校に訴えがあり、学校としても指導をするた

めに事実関係を明らかにしようとするのですが、すでに消去してあったり、巧みに裏ア

カウントを使ったりと、結局のところ事実関係が明らかにならないことが多く、指導が

困難になるケースも少なくありません。「良好な人間関係を築く力を身につけさせる」

ことは、本校の学校重点課題の一つでもある「社会性の育成を図る」上で、重要な指導

項目のひとつであることは言うまでもありません。 

 本校では、ＳＮＳに関する指導については、次のように捉え、指針としています。 

 １ ＳＮＳの使い方については、「良好な人間関係を築く力を身につける」観点から、

学校においても丁寧に指導する。 

 ２ 人格の否定、人権侵害、精神的苦痛を及ぼすような書き込みがあった場合には、

警察へ相談するよう積極的に勧める。 

 ３ スマートフォンを買い与えている保護者には、自分の子どものＳＮＳ上での言

動、及び使用状況について管理・監督する責任があることから、保護者に子どもの

スマートフォンの適切な使用について指導する。 

 子どもは、幼ければ幼いほど、相手を傷つけてしまうことを平気で口にしてしまうも

のです。相手が泣いたり、怒ったりする表情を見て、その都度「この言葉は相手を傷つ

けてしまうのだ･･･」ということを学びます。また、自分の言葉かけで相手が嬉しそう

な表情をしてくれれば、「この言葉は相手を思いやる言葉なんだ・・・」ということを

学びます。こうした日常のコミュニケーションの経験は、中学生にとって「好ましい人

間関係を築く力」を身につけるための通過儀礼だと考えています。ところが、今の子ど

もたちは、この通過儀礼ともいえる「自分の言動を相手の表情を見ながら振り返る」と

いう体験が、スマートフォンの普及と、ＳＮＳの依存によって急速に少なくなってしま

いました。時々、マスコミを含め、「スマホを持ち込み禁止にしている学校は時代遅れ

だ・・・」といった声を耳にしますが、理由無く「持ち込み禁止」にしているわけでは

ありません。学校では、人と人、友だちと顔を見ながら、表情を見ながらコミュニケー

ションをとり、人間関係を築く力を身につける場にしたいからです。 

 数年前、研修会で警察のサイバー犯罪対策の講演を拝聴しました。「警察（サイバー

班）では、匿名の書き込みからどの程度本人を特定できるのか」という質問に、講師の

方は、「事件性の大小はありますが、ほぼ特定することができます」とおっしゃってい

ました。さらに、今、企業にとってＳＮＳ上のトラブルは、企業イメージを大きく損な

ってしまうことから、企業によっては、採用時に「過去のＳＮＳ上のトラブル履歴」を

調査するそうです。小中高生時代のトラブル履歴を見つけたときには、「子どもの頃の

ことだから・・・」とは考えず、「この人はまた失敗する」と判断するそうです。採用

されるかどうかはご想像におまかせします。中学生の頃の些細なトラブルが将来に影

響を及ぼすことを誰もが強く認識しておかねばなりません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 時程 校内行事 日 曜 時程 校内行事
1 木 特 始業式 16 金 臨 月２～５　採点日

2 金 臨 月１～４　引き取り訓練 17 土

3 土 18 日

4 日 19 月 敬老の日

5 月
金曜日課　３年習熟度テスト②　生徒会役員立候補
者受付～９日　（帰りの会延長～３０日）

20 火 臨
水１～４　採点日　選挙活動～10/6

6 火 臨 21 水 特 返却日　⑤体育祭練習　係集合　部活動休養日

7 水 臨 全校委員会 22 木 臨 市内駅伝　⑤⑥体育祭練習

8 木 PTA常任委員会 23 金 秋分の日

9 金
諸活動停止期間～15日
３Dスコリオ９:００～14:00（１年）

24 土

10 土 25 日

11 日 26 月 臨 ①～⑤体育祭練習 係集合

12 月 臨 職員会議 27 火 体育祭予行　⑤体育祭練習

13 火 28 水 ①～④体育祭練習　午後前日準備　部活動休養日

14 水 特 第２回定期テスト 29 木 体育祭

15 木 特 第２回定期テスト 30 金 体育祭予備日

特：特別時程　臨：４５分授業

９月の予定 

生業を持たない子どものスマートフォンは、保護者の方が「買い与えたモノ」です。「私

が買ったスマホだから、何かあれば、中身を見せてもらいます。私に見られて困るよう

な内容を書き込んだり、見られて困るコンテンツを見たりしてはいけません。」と指導

する責任をもっていただくよう切にお願いいたします。「子どもを信じているから」と

言われるかもしれませんが、「子どもを信じること」と「指導しないこと」は別の問題

です。普段から、十分にルールを決めて適切に使用されているご家庭には、たいへん不

愉快に思われることを承知の上で、このたびはお話しさせていただきました。なにと

ぞ、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

お願い 

２学期に入ると、引き取り訓練、体育祭など保護者の皆様が来校される機会が何度か予定されてい

ます。毎回行事のご案内とともにお願いしていることですが、お車での来校はお断りしています。特別

な事情がある場合は、事前に学校にご連絡ください。特に近隣施設・店舗や周辺道路への無断駐

車は絶対にやめてください。無断駐車や交通トラブルにより、関係のない生徒や保護者の安全が脅

かされる懸念もあります。「地域に見守られ、育てていただいていることに感謝を忘れないようにしよ

う」と生徒たちにも普段から指導しています。保護者の皆様におかれましても、６００世帯以上のお子

様をお預かりしている五中に対し、生徒全員を「五中生」として見守り、安全・安心・健全に育ててい

く役割を、教職員、地域とともに担っているという意識を高く保っていただき、ご理解とご協力をお願

いいたします。 


